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平成２５年３月１９日

福 島 県 農 林 水 産 部

平成２５年産稲の作付け等については、次のようにお願いいた

します。

○ 作付制限の対象地域では、本年は、稲の試験栽培を除き、食

用、非食用を問わず稲の作付けができません。

なお、試験栽培については、生産された米や稲わら等をすべ

て廃棄する必要があります。

○ 作付再開準備及び全量生産出荷管理の対象地域では、県及び

市町村が策定した管理計画に定められた吸収抑制対策や乾燥調

製機器の点検・清掃、全量全袋検査などを行うことにより、稲

を作付けし、生産された米（基準値以下の米）を出荷すること

ができます。

県では、基準値を超過する米が流通しないよう、徹底した管

理のための取組みをしっかりと支援してまいります。

○ また、作付制限区域を除く県内全域において、本年も引き続

き、飯米・縁故米を含む全ての米について全量全袋検査を実施

いたします。

これまで、農家の皆様はもとより、市町村や関係事業者、県が

一体となって実施した取組が実を結び、平成２５年産米では作付

け可能な地域が広がるなど、着実な前進が見込まれる一方、上記

の対象地域をはじめ、引き続き厳しい取組が求められています。

県といたしましては、風評を払拭し、県産米の信頼を確保する

ために、さらには、本県の基幹産業である農業の力強い再生を成

し遂げるためにも、今後とも全力で対応してまいる考えでありま

す。

農家の皆様には、引き続き、特段の御理解と御協力をよろしく

お願い申し上げます。

このお知らせは、

・１月２９日に農林水産省から「２５年産米の作付等に関する方針」が

公表されたこと

・３月１９日に原子力災害対策本部長である内閣総理大臣から、福島県

知事に対し、平成２５年産米に関する作付制限等について関係自治体の

長及び関係事業者等に要請するよう指示があったこと

を受けてお願いするものです。






